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みんなの力で大江戸線を清瀬市へ

第5次清瀬市長期
総合計画特集号
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令和令和８８～～1717年度までの年度までの1010年間の計画年間の計画

基本構想基本構想
〈〈1010か年〉か年〉

基本計画基本計画
〈〈1010か年（か年（５５年で見直し）〉年で見直し）〉

実行計画実行計画
〈〈33か年（毎年見直し）〉か年（毎年見直し）〉

第５次清瀬市長期総合計画の構成と期間

計画の位置づけ

ともに未来をひらき　ともに未来をひらき　
笑顔とみどりがあふれるまち 清瀬 笑顔とみどりがあふれるまち 清瀬 

　さまざまな地域課題があるなかで、より良いまちづくりを推進していくためには、行政だけではなく、市民や市民活動団体、企業など、地域
の多様な主体と協働することが重要です。
　そのため、本計画は、行政だけが実施する内容を描くものではなく、地域全体で共有し、市民をはじめとする多様な主体と行政のお互いの役
割分担を明示しつつ、まちの将来像をともに実現するための計画として位置づけます。

　清瀬市では、令和８年度から新たに第５次清瀬市長期総
合計画がスタートします。本計画は、10年ぶりの改訂で、
これからの市が進むべき道を示す、重要な最上位の計画で
す。
　清瀬市が将来にわたって持続可能なまちとして、 また、
市民の皆さまが市に愛着と誇りを持ち、いつまでも健康で
生きいきと暮らし、さらに、子どもたちが夢を持てるよう
なまちづくりを進めてまいります。
　 問未来創造課イノベーション推進係☎042-497-1802

第5次清瀬市長期総合計画が
スタートします

PR動画を配信！

　まちづくりを進めるうえでの基本的な考え方である基本理念、目指すべき将来像、分
野ごとの現状と課題を踏まえた市政運営の基本目標を示すものです。

　基本構想を実現するための具体的な施策やその方向性を示すものです。

　基本計画で示した施策の方向性に基づき、手段としての具体的な事務事業等を
示すものです。

を目指してを目指して

　市公式Youtubeチャンネルで
は「第５次清瀬市長期総合計画PR
動画」を配信しています。ぜひ、
ご覧ください。 動画視聴は

こちら


